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科学技術イノベーションを牽引する研究基盤戦略について      

～研究開発プラットフォームによる研究開発力強化策～ 

      (平成２４年８月７日科学技術・学術審議会 先端研究基盤部会) 
 



パワーレーザー

小型中性子源

放射光施設

・科学技術イノベーション政策が目指す重要課題の達成に向けて、科学技術が貢献していくためには、研究開発基
盤を強化することが重要。
・世界に誇る最先端研究施設の整備・共用、大学・独法等が所有する研究基盤の共用・プラットフォーム化並びに共
通基盤技術の開発等を推進。

概 要

光・量子科学技術と他分野のニーズを結合
させ、産学官の多様な研究者が連携・融合す
るための研究・人材育成拠点を形成し、新た
な基盤技術開発と利用研究を推進する。

共通基盤技術の開発

○先端計測分析技術・機器開発ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

イメージング質量顕微鏡

先端的な計測分析技術・機器・システムの開発を
産学連携で推進する。特に、新しいサイエンスの潮
流を創りうる最先端の開発成果について、ユーザー
等と連携した高度化・標準化を推進する。

大学・独法等が所有する先端研究施設・設備の産学
官への共用を促進するとともに、これらの施設・設備の
ネットワーク化により、多様な利用ニーズに効果的に対
応するプラットフォームを形成する。

○先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業

世界に誇る最先端の大型研究施設の整備・共用

我が国が誇る最先端大型研究施設である大型放射光施設（SPring-8）、
X線自由電子レーザー施設（SACLA）、大強度陽子加速器施設（J-PARC）
スーパーコンピューター「京」について、安定した運転の実施、幅広い研究
者等による最大限の共用を促進するとともに、最先端研究拠点としての施設
の高度化や研究環境の充実を図ることで、優れた成果の創出につなげる。

○最先端大型研究施設の整備・共用

SACLA

J-PARC

SPring-8

研究基盤の共用・プラットフォーム化

○光・量子科学の基盤技術開発

文部科学省における研究基盤施策

○分野毎の特性に応じたプラットフォーム事業
・ナノテクノロジープラットフォーム
・革新的ハイパフォーマンスコンピューティングインフラ

研究開発基盤課関係予算 （単位：百万円）

◆一般会計（内局予算）

H26予算 H26補正 H27予算案
増減

H26→H27

10,697 179 10,370 △ 327
（JAEA運営費交付金・施設整備費補助金、KEK運営費交付金は含まない）

15,398 1,063 15,336 △ 62
（理研運営費交付金・施設整備費補助金は含まない）

1,365 0 1,160 △ 205
1,444 235 1,474 30

28,904 1,477 28,340 △ 564

◆一般会計（独立行政法人予算）
0 0 1,500 1,500
0 0 130 130

1,948 0 1,793 △ 155

1,948 0 3,423 1,475

◆復興特別会計（独立行政法人予算）
860 0 153 △ 707

総合計 31,916 204

事項

内局合計

光・量子科学研究拠点形成に向けた基盤技術開発

先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業

科学技術振興機構（START・技術シーズ発掘プログラム（ロボティクス分野））

科学技術振興機構（先端計測分析技術・機器開発プログラム）

SPring-8・SACLAの整備・共用

J-PARCの整備・共用

科学技術振興機構（先端計測分析技術・機器開発プログラム）

科学技術振興機構（イノベーションハブ）

独法予算（一般会計）合計
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実施計画の認可、業務規程の認可、改善命令実施計画の認可（設置者）

◇利用者選定業務
（外部専門家の意見を聞きつつ、研究等を行う者の選定 等）

◇利用支援業務 （情報の提供、相談等の援助）

連携

公平かつ効率的な共用を行うため、施設利用研究に専門的な知見を
有する、設置主体とは別の機関が利用促進業務を実施。

特定先端大型研究施設
世界最高レベルの性能を有し、広範な分野における多様な研究等に活用されることによりその価値が最
大限に発揮される大規模な研究施設

特定高速電子計算機施設
（スーパーコンピュータ「京」）

特定放射光施設
（SPring-8・SACLA）

独立行政法人 民 間

利用者（民間、大学、独立行政法人、基礎研究から産業利用まで幅広い利用）

大 学

利用者の
ニーズ

広範な分野の研究者の活用

利用の応募

公正な課題選定

情報提供、研究相談、
技術指導等

理化学研究所

◇超高速電子計算機の開発、特定高速電子
計算機施設の建設・維持管理 等

◇SPring-8・SACLAの共用施設の建設・維持管理 等

◇特定中性子線施設の共用施設の建設・維持管理 等

日本原子力研究開発機構

特定中性子線施設
（J-PARC中性子線施設）

先端大型研究施設を整備し、広く民間企業も含めて研究者等の利用に供するとともに、充実した支
援体制を構築するための法律

国（文部科学省） 共用の促進に関する基本的な方針の策定

利用促進機関 施設の区分ごとに文部科学大臣が登録
（JASRI･CROSS･RIST）

特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律（概要）

【参考】 「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に基づく資金の流れ

◆利用促進業務
（登録機関として行う業務）

登録施設利用促進機関
（JASRI･CROSS･RIST）

共用施設の整備、
運転・維持管理
（特定先端大型研究施設運営費等補助金）
（特定先端大型研究施設整備費補助金）

◆特定先端大型研究
施設の共用

◆特定先端大型研究
施設を用いた研究

研究機関（施設設置者：理研･JAEA）

研究所が行う研究

施設整備
（運営費交付金等の内数）

国（政府）

SPring-8

SACLA

Ｊ－ＰＡＲＣ

特定放射光施設 特定中性子線施設

※この他、特定高速電子計算機施設（スパコン）あり

共用法に基づく
補助金・交付金

施設の利用促進に必要な業務
（課題選定、技術支援等）
（特定先端大型研究施設利用促進交付金）
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大型放射光施設「ＳＰｒｉｎｇ－８」の概要

○世界最高水準の大型放射光施設として、共用法に基づき、産学官の多様
な分野の研究者へ広く共用。

○理化学研究所が設置・運転維持管理、登録施設利用促進機関（JASRI）
が課題選定及び利用者支援を実施。

○供用開始：平成９年１０月

○共用法の枠組みの下の共用BLとは別に、理化学研究所や他研究機関、
民間企業が、自らの研究開発を進めるために専用のBLを設置し、自ら運
用している。（各機関の裁量の範囲内で、外部開放も可能）

共用 専用 理研 加速器診断 合 計

稼働中 ２６本 １９本 ９本 ２本 ５６本

建設・調整中 １本 １本

合 計 ２６本 １９本 １０本 ２本 ５７本

＜利用者数＞
平成25年度の利用者数は、13,381人。

＜論文発表数＞
ネイチャー、サイエンス誌をはじめ、SPring-8を活用した研究論文は、累計9,098件（平成26年3月末現在）

＜産業利用の推移＞
着実に増加し、年間約160～180社、3,000人（共用ＢＬの実施課題の約20％）。

SPring-8の利用者数
【ビームライン(BL)設置数等】 最大設置本数：62本

兵庫県播磨科学公園都市

○平成18年4月に国家基幹技術として、プロジェクトを開始。富士通と理化学研究所が共同開発。

○平成23年6月、11月と連続で世界スパコン性能ランキング（TOP500）において1位を獲得。

○平成24年9月28日に供用開始。

○分野で最高の賞である「ゴードン・ベル賞」を2年連続（平成23,24年度）で受賞。

○実用に近い総合的な性能を評価する「HPCチャレンジ賞」を4年連続（平成23～26年度）で受賞。

○平成26年6月にビックデータの解析性能を評価するランキング（Graph500）において１位を獲得。

○平成26年7月に「京」のネットワーク技術が(公財)発明協会から最も優れた発明として恩賜発明賞を受賞。

○プロジェクト経費：約1,110億円（平成18年度～平成24年度）

（神戸ポートアイランド）

防災・減災

地震動、地殻変動、
津波を同時にシミュ
レーション

地球規模の大気
変動現象の1ヵ
月予測の実現可
能性を実証

HPCI戦略プログラム 分野3
東京大学地震研究所 前田拓人・古村孝志

海洋研究開発機構

ものづくり
大規模空力シミュレーションで
自動車開発を加速

流体制御シミュ
レーションにより
輸送・流体機器
開発に革新の芽を育成

HPCI戦略プログラム 分野4
宇宙航空研究開発機構

理化学研究所 計算科学研究機構
複雑現象統一的解法研究チーム

材料・エネルギー

メタンハイドレート
からメタン発生の
仕組みを解明

リチウムイオン電池
充電時間1/3に
高濃度電解液の
動作原理を解明

出典:
http://www.t.utokyo.ac.jp/epage/releas
e/2014/2014032401.html(HPCI戦略プログ

ラム分野2 館山グループで実施）

血流シミュ
レーション、
心臓シミュ
レーションで
医療支援

ライフサイエンス

高速シミュレー
ションでIT創
薬を支援

HPCI戦略プログラム 分野1
東京大学 久田・杉浦・鷲尾・岡田研究室

協力 富士通株式会社

HPCI戦略プログラム 分野1ISLiM, SCLS

HPCI戦略プログラム 分野1
東京大学 先端科学技術研究センター 藤谷 秀章

１．概要

２．主な成果

2014年4月16日
朝日新聞に掲載

スーパーコンピュータ「京」の概要
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○最大５本設置可能（現在３本、平成27年３月現在）

○欧米に比べ最もコンパクトかつ低予算で完成。

○平成25年度の採択課題数：１１８課題

X線自由電子レーザー施設「SACLA」の概要

○従来の10億倍を上回る高輝度のＸ線レーザーを発振し、原子レベルの超微細
構造、化学反応の超高速動態・変化を瞬時に計測・分析できる世界最高性能
の研究基盤施設として、グリーンイノベーションやライフイノベーションといった
成長戦略分野をはじめとする様々な分野への貢献に期待。共用法に基づき、
産学官の多様な分野の研究者へ広く共用。

○理化学研究所が設置・運転維持管理、登録施設利用促進機関（JASRI）が課
題選定及び利用者支援を実施。

○第３期科学技術基本計画の国家基幹技術として平成18年度より整備を開始。

○供用開始：平成２４年3月

兵庫県播磨科学公園都市

熱駆動型電子銃
先鋭化電子ビームを実現

Cバンド線型加速器
高加速勾配を実現

真空封止型アンジュレータ
短波長化・高干渉性・高輝度化を実現

平成23年6月7日に世界最短波長と並ぶ0.12 nmの
X線レーザーを発振。その後、6月10日に0.10nm、
7月13日に0.08nm、10月28日に0.063nmを発振
（0.063nmは現在の世界最短波長）。

発振したＸ線レーザーの画像

○世界最高レベルのビーム強度を有する複合陽子加速器施設により多彩な
二次粒子を用いた新しい研究手段を提供し、物質科学、生命科学、原子
核・素粒子物理学など、基礎科学から産業応用までの幅広い研究開発を
推進する複合施設。

○このうち特定中性子線施設を、共用法に基づき、産学官の多様な分野の
研究者へ広く共用。

○中性子線共用施設の設置・運営維持管理はJAEA及びKEKが、利用者支
援は登録施設利用促進機関（CROSS）が実施

○中性子線共用施設の共用開始：平成２４年１月（施設運用開始は平成20年度)

○共用促進法の枠組みの下の共用ビームライン（BL）とは別に、JAEA、
KEK、茨城県等が、自らの研究開発を進めるために専用のBLを設置し、自
ら運用している。（JAEA、KEKの設置者BLは大部分を外部開放）

大強度陽子加速器施設「Ｊ－ＰＡＲＣ」の概要

共用 専用 JAEA KEK 合 計

稼働中 ６本 ３本 ４本 ５本 １８本

建設・調整中 １本 ２本 ３本

合 計 ７本 ３本 ４本 ７本 ２１本

【中性子ビームライン設置数等】 最大設置可能本数：23本
J-PARC(茨城県東海村)

物質・生命科学
実験施設（JAEA）

50 GeVシンクロトロン（KEK) 

ニュートリノ
実験施設
（KEK)

原子核・素粒子
実験施設（KEK）

リニアック （JAEA）

3GeVシンクロトロン （JAEA）

1052

3549

5558

2058

8271

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

H20 H21 H22 H23 H24

震災で
一時停止

うち民間企業

M
LF

利
用

者
数

(人
日

)

ユーザー数の推移

※MLF : 物質・生命科学実験施設

○年間利用者数 ： 約7,300人 （H25年度実績)
○平成25年５月、「原子核・素粒子実験施設」で放射性物質が外部に漏えいし、全

施設が停止。平成26年２月に物質・生命科学実験施設、５月にニュートリノ施設
が実験を再開。
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大阪府

兵庫県

兵庫県立大学
高度産業科学技術研究所

ニュースバル放射光施設

大阪大学
レーザーエネルギー学研究センター

激光XII号をはじめとする
高強度レーザー装置群

大阪大学
蛋白質研究所

NMR装置群

徳島大学
疾患酵素学研究センター

プロテオミクスファシリティ

徳島県

佐賀県

広島県

滋賀県

愛知県

神奈川県

東京都

茨城県

高エネルギー加速器研究機構
物質構造科学研究所

放射光科学研究施設

日本原子力研究開発機構
原子力科学研究所

研究用原子炉JRR-3

筑波大学
研究基盤総合センター 応用加速器部門

マルチタンデム静電加速器システム

東京理科大学
総合研究機構 赤外自由電子レーザー研究センター

赤外自由電子レーザー

東京工業大学
学術国際情報センター

クラウド型グリーンスパコンTSUBAME2.5

慶應義塾大学
慶應医科学開放型研究所

形態解析・オミクス・疾患モデル施設群

横浜市立大学
大学院生命医科学研究科生命医科学専攻

NMR装置群

理化学研究所
ライフサイエンス技術基盤研究センター

NMR立体構造解析ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ･NMR基盤施設

海洋研究開発機構
地球シミュレータセンター

地球シミュレータ

科学技術交流財団
あいちシンクロトロン光センター

あいちシンクロトロン光施設

名古屋工業大学
大型設備基盤センター

表面分析装置群

立命館大学
SRセンター

放射光利用実験装置

京都府

京都大学
防災研究所

分散並列型強震応答実験装置

京都大学
エネルギー理工学研究所

イオン加速器及びマルチスケール材料評価装置群

信州大学
カーボン科学研究所

ナノカーボン･デバイス試作・評価装置群

佐賀県地域産業支援センター
九州シンクロトロン光研究センター

放射光光源及びビームライン設備

九州大学
クリーン実験ステーション

走査型プローブ顕微鏡群

広島大学
自然科学研究支援開発センター

生命科学分析システム

長野県

群馬県

日本原子力研究開発機構
高崎量子応用研究所

イオン照射研究施設等（TIARA等）

東北大学
未来科学技術共同研究センター

先端的経年損傷計測･評価装置群

宮城県

先端研究基盤の共用促進の実施機関（平成26年度 全34機関）

東京医科歯科大学
医歯学研究支援センター

小動物用SPECT

東京大学
大学院薬学系研究科

ワンストップ創薬共用ファシリティ

東京大学
大学院農学生命科学研究科・磁気力場研究連携ユニット

有用タンパク質発現・機能解析システム

浜松医科大学
メディカルフォトニクス研究センター

質量分析イメージング施設

静岡県岡山大学
おかやまメディカルイノベーションセンター（OMIC）

分子イメージング研究設備群

岡山県

千葉県

放射線医学総合研究所
研究基盤センター

放射線発生装置群

東北大学
流体科学研究所 次世代流動実験研究センター

低乱風洞実験施設

北海道

北海道大学
創成研究機構

同位体顕微鏡
システム

室蘭工業大学
環境･エネルギーシステム材料研究開発機構

複合環境効果評価施設（FEEMA)

北海道大学
大学院先端生命科学研究
院・理学研究院

先端NMRファシリティ

大学・独法等が所有する外部利用に供するにふさわしい先端研
究施設・設備等を産業界をはじめとする産学官の研究者に広く
開放（共用）する取組及びＮＭＲと光ビームについてプラット
フォーム形成を支援。

産業利用の成果公開課題の成果事例

利用状況から見る成果（成果非公開課題）

利用件数の７５．５％が産業界による利用
うち、３０．５％が企業が実費相当を支払う成果非公開の利用

粒界拡散したネオジム磁石の微細構造の研究：(株)インターメタリックス(H21～H22年度)
京都大学（イオン加速器及びマルチスケール材料評価装置群）

電気自動車等に用いられるネオジム磁石に不可
欠な希少金属のディスプロシウムについて、機構
解明と改良のための研究により、元素使用量の減
少と性能の向上に貢献

• 特許申請や学会発表に至るとともに、利
用責任者は平成24年日本国際賞受賞

• 希少金属の使用量を減少させたネオジム
磁石の製造で年間100億円程度の経済効
果と50-100人程度の雇用効果

ネオジム磁石の希少金属の使用量減少

レーザー駆動２波長ダブルパルス法でEUVへの
変換効率5.2%（世界記録）を達成

EUV変換効率5.2%（世界記録）の達成
レーザープラズマ極端紫外（EUV）光源における変換効率の改善
（株）ギガフォトン（H23～25年度）
大阪大学（激光XII号をはじめとする高強度レーザー装置群）

半導体の微細化に繋がる省エネル
ギーかつ低コストのEUV光源装置
開発に新たな道を拓く
（H24年7月プレス発表）

トイレの超節水化の実現
節水型衛生陶器のための気液二相流シミュレーション：（株）TOTO（H23～H25年度）
東京工業大学（クラウド型グリーンスパコンTSUBAME2.5）

気液二相流体解析ソフトウェアを用いて、高精細なシミュレ
ーションを実施し、空気と水の混在する複雑な界面を再現

従来まで経験に頼っていた機器設計につい
て、経験に因らない超節水化の実現へ貢献
（水洗便器の大洗浄の水量は8ℓ(2000年)→3.8ℓ）

ヘパリンの安定供給の確保

ヘパリン不純物のＮＭＲ分析法：（株）味の素
横浜市立大学（NMR装置群）（H19～H21年度）

ヘパリン製剤に含まれるアナフィラキシー
様症状を引き起こす不純物について、異
なる磁場のNMR装置で測定することによ
り、原因を同定

・ヘパリンの安定供給の確保に貢献
・純度検定に対するNMR装置の有効
性の確認により、日本薬局方改正

先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業における主な研究成果
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外部の研究施設・機器を利用しなかった理由等

○外部の研究施設・機器を利用したことがない人のうち、利用するという方法もあったが、利用できなかった人が26％存在して
いる。その理由として、施設等に関する詳細な情報や窓口が無かったことを挙げる者などが多い。

○活用したい施設はあるが活用できなかった理由として、「費用負担が大きいから」、「利用できることを知らなかった」などが多
い。

2%

3%

7%

8%

13%

4%

60%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

外部施設等を利用する必要があったが、
応募した課題が採択されず、利用を断念したため

外部施設等を利用する方法もあったが、
使用料金が高く、利用しなかったため

外部施設等を利用する方法もあったが、
近くに施設等がなく、利用しなかったため

外部施設等を利用する方法もあったが、施設等に関する詳細な
情報や相談窓口が見つからず、利用しなかったため

外部施設等を利用する方法もあったが、何となく利用しなかった。
又は、その発想に至らなかったため

自らの研究課題が、自ら所有する施設や機器のみで
対応できるものであったため

自らの研究課題が、そもそも研究機器や施設を使って
実施するものではなかったため

(N=214)

いずれかを選択した人は26%

出典：科学技術政策研究所「大学の研究施設・機器の共用化に関する提案 ～大
学研究者の所属研究室以外の研究施設・機器利用状況調査～」
DISCUSSION PAPER No.85（平成24年８月）

外部の研究施設・機器を利用しなかった理由 活用したい施設はあるが活用できなかった理由

出典：科学技術・学術政策研究所「民間企業の研究活動に関する調査報告
2013」 （平成26年９月）

※先端的研究開発を実施しているが、社外の先端研究施設を活用していないと回答し
た企業（182社）を対象として、利活用理由についてみたもの。

※大学等教育機関に所属の393名の回答を抽出して分析したもののうち、「外部の研究施設
や機器を利用したことはない」と回答した120人に対して、その理由を複数選択により回答。

計測分析機器の国産シェアの推移

○ライフサイエンス分野の機器については、大幅に国産割合が減少。

○ライフサイエンス関連機器

9%

22%

41%

10%

0%

0.0%

8%

7%

9%

0%

7%

7%

41%

59%

47%

28%

15%

12%

3%

24%

0%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

リアルタイムPCR装置

マイクロチップ電気泳動装置

UVサンプル撮影・解析装置

イメージングアナライザ

マイクロアレイ関連製品(スキャナー・解析装置)

マイクロアレイ関連製品(DNAチップ)

紫外・可視分光光度計(ライフサイエンス用)

マイクロプレートリーダー

生体分子間相互作用解析装置

蛍光マイクロビーズアレイシステム

フローサイトメトリ―システム

2003年度国内メーカーシェア 2012年度国内メーカーシェア

国内メーカーのシェア（金額ベース）

出典：科学機器年鑑2005年版および2013年度版
（ともに株式会社アールアンドディ）より文部科学省作成-6-



研究成果展開事業 〔（独）科学技術振興機構〕

先端計測分析技術・機器開発プログラム

＜放射線計測領域（復興特別会計）＞

【要素技術タイプ】

計測分析機器の性能を飛
躍的に向上させることが
期待される技術開発

【実用化タイプ】

被災地ニーズ、行政ニーズが
高く、早期かつ確実に被災地
で活用できる機器・システムを
開発＜平成27年度終了＞

＜最先端研究基盤領域＞

技術・機器・システムの開発

被災地域の復旧・復興と被災者の暮らしの

再生に直結する放射線計測分析技術・機
器・システムを開発。

我が国将来の創造的・独創的な研究開発を支える研究基盤を維持・強化するためには、新しいサイエンス
の潮流を創出するオンリーワン・ナンバーワンの革新的な計測分析技術・機器・システムを持続的に生み
出していくことが重要であるため、最先端の計測分析技術・機器・システムを開発。

【先端機器開発タイプ】

将来の創造的・独創的な
研究開発に資する機器・
システム開発

最先端の

研究開発現場で活用
↓

新しいサイエンスの
潮流を創るとともに、
革新的な研究成果

を創出

実用化により

国内外の市場獲得
↓

我が国の
産業競争力を強化

※放射線計測の実用化タイプの開発費
は、１年以上は企業が半額自己負担。

背
景

○計測分析技術・機器は、世界最先端の独創的な研究開発成果を創出するための重要なキーテクノロジーであり、共通的な研究開発基盤。

○ユーザーや研究開発プロジェクトと連携したターゲット指向型の技術・機器・システム開発の取組を一層強化することが不可欠。

体
制

○研究開発の進捗段階に応じて、「要素技術」「先端機器開発」の２つのタイプを設け、産学連携による研究開発を推進。

○開発開始1年経過時に中間評価を、開発終了後には事後評価・追跡評価を実施することにより、事業目標の達成状況を適時・適切に検証。

○専門的な立場から開発チームを支援・アドバイスできる研究者（開発総括）を取組フェーズ毎に置き、効果的・効率的に開発を進める。

他
省
庁
・
他
事
業
と
の
連
携

※平成26年度まで実施していた「実証・実

用化」「開発成果の活用・普及促進」につ
いては、その要素を「先端機器開発タイプ」
に取り込むこととし、既存の継続課題につ
いては、終了予定年度まで引き続き継続し
て支援を実施。

※ライフ分野については、日本医療研究
開発機構（AMED）で実施

被災地への導入を推進
し、復興への取組を加速。

単一微粒子履歴解析装置 イメージング質量顕微鏡

食品放射能検査システム
放射線分布可視化装置

（コンプトンカメラ）
放射能分析用牛肉認証標準物質

リアルタイムステレオＳＥＭ（左：３Ｄ液晶モニタ、右：本体）
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実証・実用化タイプ 開発実施期間：平成２１年度～２３年度
チームリーダー：小河 潔 主幹研究員 （（株）島津製作所） サブリーダー ：瀬藤 光利 教授 （浜松医科大学）
参画機関：浜松医科大学、慶應義塾大学

顕微質量分析装置（製品名「iMScope」シリーズ）

左）程度の異なる腹部大
動脈瘤の壁内における
ヘムＢ含有量の違いと、

上）こぶの形成の有無に
応じて見いだされた血管
形状の違い

質量分析とレーザーによって病気の原因物質を見て取る「顕微質量分析装置」を開発し、実用化を進めている。この
装置は、試料切片を高解像度で形態観察するとともに、未知の物質分布を生体内から発見すると同時に構造解析で
きるという、既存の装置にない新性能を有する。脂質、糖鎖、薬物や、未知の物質等を単一細胞レベルで対象にする
ことができる。この手法は患者の病理組織における異常原因をその場で観察することができるため、迅速な診断や医
薬、治療法の開発に貢献する。

研究成果例：顕微質量分析装置



 

 

 

 

 

科学技術イノベーションを牽引する 

研究基盤戦略について 

～研究開発プラットフォームによる研究開発力強化策～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成２４年８月７日 

科学技術・学術審議会 

先端研究基盤部会 
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はじめに～検討の背景 

 

第４期科学技術基本計画（以下、「基本計画」）が平成 23 年８月に策定され約１年が経過

した。基本計画では、政策の位置付けを科学技術政策から科学技術イノベーション政策へ

と拡大するとともに、政府の研究開発の進め方について、これまでの分野別推進から重要

課題達成を標榜した取組の推進へと大きな転換を図った。 

研究開発活動を実施する上で、「研究開発プロジェクト」とそれを支える「研究基盤1」

は車の両輪である。その中で「研究開発プロジェクト」については、基本計画策定以降、

総合科学技術会議を中心に、グリーンイノベーションやライフイノベーション等の重要課

題達成に向けた基礎研究からイノベーションに至るまでの体系的かつ分野横断的な推進方

策が策定され、具体的取組が進められてきている。 

他方、「研究基盤」に関しては、現在もなお、分野別での議論に基づき、あるいは個々の

研究開発プロジェクトに付随する形で大小様々な施設・設備等の整備や技術開発が進めら

れている実態にある。科学技術イノベーション政策が目指す重要課題の達成という観点か

ら、分野を越えて、我が国の研究基盤全体を俯瞰した上での議論が本格的には実施されて

きていないのである。 
近年、厳しい財政状況の中にあっても、我が国の研究開発力は国際的に見て高い水準を

辛うじて維持している。その中で、我が国の研究開発力が国際競争力、特に我が国の産業

競争力の強化につながっていないという認識が年々高まっていることは事実である。我が

国が、世界第２位2の強みを持つ研究基盤の力を最大化するための戦略を持ち、世界の中で

競争力を高めていくことが、今、求められている。 

 
このような状況を踏まえ、先端研究基盤部会及び研究開発プラットフォーム委員会では、

これまで計 12 回にわたる審議・検討を行い、研究開発プラットフォームという新たなシス

テムの提案を軸とする、我が国全体の研究基盤の強化に向けた報告書を取りまとめた。 
本報告書は、国費により整備された研究基盤は「公共財」であるという基本的考え方の

下で、我が国が保有する研究基盤の力を最大化し、今後限りある投資の中で我が国の国際

競争力の強化に確実につなげていくために必要となる具体的取組を提案するものである。 
本部会においては、今後更なる審議・検討を行い、議論を深めていく予定としているが、

本報告書が示す基本的理念や取組の方向性について、国、大学及び独立行政法人等の研究

機関、研究者等が認識を共有することがまずは重要であると考えている。今後、関係者が

一丸となり、本報告書が示す取組が実行されることを期待したい。 

                                                   
1 本報告書で用いる「研究基盤」とは、研究開発活動を支える研究施設・設備、基盤技術・機器（知的基盤を含む）

の総称をいう。 
2 国際経営開発研究所（IMD）「国際競争力ランキング（2012 年版）」における「科学インフラ（Science 
Infrastructure）」のランキング。なお、総合ランキングは世界第 27 位。 
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１．研究基盤を巡る現状と課題 

 

（研究施設・設備に関する基本認識） 

○ 我が国の研究施設・設備を個々に見ると、オンリーワン、ナンバーワンの施設・設備は

数多く、卓越した研究成果が日々生み出されている。特に、本年は大強度陽子加速器施設

（J-PARC）、X 線自由電子レーザー施設（SACLA）、スーパーコンピュータ「京」3と世界

最先端の研究施設が次々と共用を開始しており、これらの施設が一国に整備されている状

況は、研究開発活動を実施する上での極めて大きな優位性である。 
○ 大学、独立行政法人等が所有する研究施設・設備は、運営費交付金、施設整備費補助金、

研究開発プロジェクト遂行のための委託費や補助金等、主として国費により整備導入又は

貸付けられたものである。これらの施設・設備は、科学技術政策や高等教育政策の実行に

伴って年々増加している「公共財」である。 
○ 一方で、大学、独立行政法人等の基盤的経費は近年減少傾向にあり、科学技術イノベー

ションを支える重要な研究施設・設備について、十分に利用するための運転費やスペース、

人的リソース等が確保できないために最大限活用できていないとの指摘がある。 
 

（研究施設・設備の効果的利用に向けた取組の進展と課題） 

○ 先端的な研究施設・設備を効果的に利用するための取組は、これまでも幾つか実施され

てきている。 

○ 例えば、大学共同利用機関及び共同利用・共同研究拠点として認定された研究施設では、

個々の大学では整備・維持が困難な最先端の大型装置等が全国の研究者に無償で提供され、

高度かつ多様な研究活動を支える基盤として、我が国の学術研究の発展に大きく貢献して

いる。 

○ 一方、産業界を含めた、更に幅広い利用ニーズがある研究施設・設備については、適正

な受益者負担の下で共用取組を実施することにより、革新的な研究成果の創出や、我が国

の産業競争力強化に向けた大きな効果の獲得が期待できる。しかしながら、産業利用等の

促進に向けた高度な利用者支援体制を構築することは施設管理者や研究者にとって負担感

が大きい、また、大学教員や若手研究者の立場に立った場合、共用取組を実施することが

自らのインセンティブにつながりにくいといった問題点が指摘されている。 

○ このため、国は、比類なき性能を有し、産学官の広範な分野の研究者に活用されること

が想定される大型研究施設について、「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律4

（以下、「共用法」）」に基づき安定的な運用を図っている。具体的には、大型放射光施設

（SPring-8）、J-PARC（うち、中性子線施設）、SACLA、京の４施設を対象に定め、各施

設は登録機関制度による安定的な利用体制の下で広く研究者の利用に供されており、利用

者は着実に拡大し、革新的な成果が生み出されてきている5。 
                                                   
3 京は平成 24 年 9 月末の共用開始を予定している。 
4 平成 6 年の法律制定時は「特定放射光施設の共用の促進に関する法律」。平成 18 年の法律改正時に名称変更。 
5 SACLA は平成 24 年 3 月に共用開始されたばかりである。 
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○ また、これらの４施設に続くような先端研究施設に対しては、平成 19 年度から「先端研

究施設共用促進事業6」による産学官への共用取組に必要となる経費の時限的支援を実施し

ており、外部研究者による利用件数は着実に増加し、産学連携による研究開発や人材育成

が進んできている。 
○ このような事業の実施を通じて、共用に積極的な施設における取組は着実に進展してい

るが、大学、独立行政法人等における研究施設・設備が年々増加している中で、共用可能

な施設・設備の割合は必ずしも高くはない。平成 21 年に国立大学と研究開発法人等に対す

る共用取組実施の努力義務を定めた法令が制定7されているものの、研究施設・設備を外部

研究者に積極的に開放していこうとする意識は、施設管理者や研究者の一部にいまだとど

まっているとの指摘がある。 
○ 共用取組が進まない理由として、各研究機関において、自ら所有する研究施設・設備の

全体像が把握できていないためとの指摘がある。「先端研究施設共用促進事業」においては、

機関内の汎用的な研究機器を集約し産学官が共用できる体制を構築する取組に対する支援

を進めているが、研究機器が年々増加する中で、このような取組を実施する機関の拡がり

は必ずしも十分でない。 
○ 加えて、大学や独立行政法人において、共用取組、産学連携のための取組を積極的に実

施する教員、研究者等が十分な評価を必ずしも得られていないことが、共用取組が進まな

い要因として指摘されている。また、大学や独立行政法人においては、所有する研究基盤

を用いて収入を獲得しようという意識が醸成されにくいという指摘もある。 
○ さらに、大学共同利用の枠組みと産学官への共用の枠組みがこれまで別々に整備されて

おり、国が双方の枠組みの関係を整理し関係者に周知してこなかったことも、産学官への

共用取組が十分に進んでこなかった一因との指摘がある。 
 

（施設間連携、ネットワーク構築の進展） 

○ 共用法対象の４施設の登録機関間、「先端研究施設共用促進事業」の実施機関間において、

相互連携の取組が進んできている。例えば、共用法対象施設の登録機関の間では、相互連

携に向けた協定が結ばれ、具体的な連携取組の検討が今後開始される予定となっている。

また、「先端研究施設共用促進事業」の実施機関間においては、公募審査の共同実施、利用

システムの標準化、研究者の相互紹介等の取組が進んできている。 
○ ナノテクノロジー分野においては、「ナノテクノロジーネットワーク」、「ナノテクノロジ

ープラットフォーム」の実施を通じて、産学官に開かれた共用プラットフォームの形成を

実現している。ナノテクノロジー関連の先端研究設備を有する様々な大学、独立行政法人

等がプラットフォーム形成に参画しており、プラットフォーム利用者からの高い満足度の

獲得や産業界の技術課題の解決といった目標を達成するため、センター機関を中核とする

運営、技術領域毎のプラットフォームの構築、参画機関における共用設備の運用を目的と

                                                   
6 平成 19、20 年度は「先端研究施設共用イノベーション創出事業」として実施。 
7「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」に

おいて「研究開発法人及び国立大学法人等は、その保有する研究開発施設等及び知的基盤のうち研究者等の利用

に供するものについて、可能な限り、広く研究者等の利用に供するよう努めるものとする」と規定されている。 



4 
 

した組織の設置促進等、我が国の研究基盤全体を俯瞰した強化策を検討していく上で参考

となる取組が数多く先行実施されている。 
 

（利用者視点に立った取組の不足） 

○ 企業から見て、大学等の研究施設・設備を利用することについて、いまだ敷居が高い印

象を受けるとの指摘がある。近年、例えばスーパーコンピュータの利用者等を幅広く取り

入れた HPCI8コンソーシアムの設立をはじめ、利用者視点に立った取組は着実に拡がって

きているが、多くの研究施設・設備では、アクセスのきっかけが研究者個人の人間関係に

依存している傾向にあり、企業研究者が容易に各施設・設備にアクセスできるような仕組

みは必ずしも十分には構築されていない。 

○ また、研究者が外部の研究機器等を利用するきっかけとして、場所が近いという条件も

重要となるが、機関を越えて研究機器等を拠点に集約するような取組や、利用者ニーズに

合わせて研究機器等を機関間で再配置するような取組は十分でない。 

○ 研究施設・設備の利用システムが多種多様で共通的な考え方が明確になっておらず、特

に複数の施設・設備を利用したい研究者にとっては、個々の施設・設備を利用するたびに

公募申請を行う必要があるなど、手続が煩雑になっている。 

○ 大規模災害が発生した際に、研究基盤全体が有効に機能し、研究開発活動に停滞を与え

ないための仕組みを構築する必要がある。 

 
（国の制度への理解不足に基づく共用取組の停滞） 

○ 競争的研究資金等で整備した設備・機器等について有効活用が図られていないとの指摘

があるが、その原因として、国の制度についての関係者の理解不足があることが挙げられ

る。 
○ 具体的には、競争的研究資金等で整備された設備・機器等を産学官問わず外部研究者に

共用するという取組は、法令上過度に規制がかかっているものではない。しかしながら、

その基本的なルールが関係者に正しく理解されておらず、結果として設備・機器等の有効

活用のための取組が必要以上に規制されているのではないかと考えられる。 

 
（開発者側と研究者側の取組の分離） 

○ これまで、「研究基盤の開発・整備」と「研究の推進」が別々に議論され、これらの取組

が一体的に推進されていないとの指摘がある。 

○ 例えば、計測分析技術、光・量子技術といった先端的な技術・機器の開発取組について

は、これまで開発者側からのシーズに基づく提案によって進められてきたものも多く、近

年改善が図られつつあるものの、利用者側のニーズ、すなわち「何に使うか」ということ

が取組に必ずしも十分反映できているとは言えない。 

                                                   
8 革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ 
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○ また、国等が実施する研究開発プロジェクト、特に重要課題の達成に向けた分野横断的

な研究開発プロジェクトにおいて、数ある優れた研究施設・設備や、国等のプロジェクト

で開発された研究機器等を有効に組み合わせて活用するという取組は不十分である。 

 
（研究費の海外流出と国内ものづくり産業の危機） 

○ 研究者が研究機器を調達する際に、国内の研究者又は国内企業が開発した機器ではなく、

海外企業が開発した機器を整備導入する例が数多く見られている。これを要因として、計

測分析等の研究機器は、ライフサイエンス分野を中心に国内メーカーの競争力の低下傾向

が続いており、我が国のものづくり産業は危機に直面している。また、この結果、多額の

国費が海外へと流出している事実がある。 

 
（研究施設の整備に関する国家戦略の不足） 
○ 学術研究を目的とし、個々の大学では整備困難な最先端の大型装置等の整備に関しては、

研究者コミュニティによる議論に基づき、大学共同利用機関や大学附置研究所を中心に整

備が進められている。最近では、日本学術会議が純粋な科学的視点から策定した「学術の

大型施設計画・大規模研究計画マスタープラン」に掲載されている大型施設計画について、

優先度を明らかにした「ロードマップ」を学術分科会において策定し、その優先順位付け

等に基づいた整備が進められている。 
○ 他方、国の政策的な意志決定に基づき施設整備を行う取組が近年実施されていないとの

指摘がある。平成 22 年度に「最先端研究基盤事業」として大学、独立行政法人等への重点

的な設備整備の取組が実施されたが、第３期科学技術基本計画に掲げられた「国家基幹技

術」のように、分野横断的な検討や優先順位付けに基づく、政策的に明確な意志を持った

具体的取組は実施されていない状況にある。 
 

（研究基盤を支える人材の不足） 

○ 大学、独立行政法人等の研究機関において、研究基盤を支える技術者や研究支援者等の

雇用が削減されており、施設・設備の運転や技術の高度化に必要となる人材が不足してい

る。 

○ 研究基盤を支える技術者や研究支援者等については、多くの大学、独立行政法人等にお

いてキャリアパスが準備されておらず、各研究機関が人件費抑制を求められている中で一

層不安定な立場に置かれている。このため、優れた学生が技術者や研究支援者等を目指す

意識が高まらないとの指摘がある。 

 
（調査分析とデータの不足） 

○ 我が国全体として、研究基盤がどこにどれだけあるのか把握できておらず、結果として、

研究開発の実施の段階で、各機関において必要以上の研究機器が整備導入されることにつ

ながっているとの指摘がある。 
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（ソフトインフラに関する取組の重要性） 

○ 研究施設・設備のみならず、研究機関が有するデータベース等に視点を当ててみると、

近年、世界のデジタルデータ量が爆発的に増大していく中で、膨大な情報の中から新たな

知を創造する「データ科学」が着目されているにもかかわらず、公共的で多種・多様なデ

ータを研究者が適切に利用できる環境が構築されていないとの指摘がある。 

 
（諸外国の参考となる取組） 
○ 米国エネルギー省では、研究施設・設備の整備運用に関する方策と研究開発プロジェク

トの推進方策を一体的に検討し、重要課題の達成を戦略的に目指す取組が行われている。

具体的には、「未来の安定したエネルギー保障」という課題の解決に向けた戦略を立案し、

それを踏まえて研究施設・設備のネットワーク化と強化を図り、これらを最大限活用した

研究開発プロジェクトが実行されている。 
○ 大型施設の優先順位付けの取組事例として、米国では、エネルギー省が 2003 年に「科学

の未来を支えるための施設：20 年展望」を取りまとめ 28 の重点施設についての優先順位

を定め、その後随時改定を行っている。また英国では、英国研究会議が主体となって研究

基盤ロードマップを作成し、「健康・長寿・生活の質」、「エネルギー」など６つの重要課題

達成を念頭に置いた優先順位付けが実施されている。 

 
（文部科学省所管の研究開発系独立行政法人の統合の動き） 

○ 文部科学省所管の５つの研究開発系独立行政法人（物質・材料研究機構、防災科学技術

研究所、科学技術振興機構、理化学研究所及び海洋研究開発機構）は、平成 26 年４月に統

合し、新たな法人が設立される予定となっている。当該法人は、我が国を代表する研究機

関であるとともに、国家的に重要な研究基盤を擁する機関である。今後の我が国の研究開

発力の強化、とりわけ研究基盤に関する政策を講じていく上で、当該法人が担うべき役割、

機能は極めて重要である。 

 

（現状と課題から見えてくるもの） 

○ 研究基盤を巡る課題は複雑に絡み合っており、予算を伴う施策とシステム改革を適切に

組み合わせた取組を実行しなければ、研究基盤を活かした研究開発力、国際競争力の最大

化を図ることは困難である。 

○ これまで国において研究基盤全体を俯瞰した政策的議論と取組が実施されてきておらず、

研究基盤全体を取り巻く真のボトルネックが解決されてこなかったことは重要な問題点で

ある。 

○ 諸外国が研究基盤に関連する戦略的な取組を実行する中で、我が国においても、分野の

壁、大学と企業の壁、省庁と省庁の壁を越えた、科学技術イノベーション政策を牽引する

ための俯瞰的かつ一体的な研究基盤戦略の策定と実行が不可欠である。 
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２．必要となる取組 

 
 現状と課題を踏まえ、我が国の研究開発力と国際競争力の強化に向けて、研究基盤が効果

的に機能していくために特に必要となる取組について、以下の５つに整理する。 

 
（１）産学官が共用可能な研究施設・設備の拡大 

（２）研究施設・設備間のネットワーク構築による利便性の向上と革新的研究成果 

の創出 

（３）ユーザーニーズに基づく基盤技術・機器の開発とその効果的利用 

（４）大型研究施設の整備に関する国家戦略の立案 

（５）研究基盤を支える人材の育成・確保 

 
 

（１）産学官が共用可能な研究施設・設備の拡大 

 
（共用の意義・効果） 

○ 大学、独立行政法人等の研究機関が有する研究施設・設備を外部に開放し、複数の研

究者が利用できるようにすることは、当該施設・設備の有効利用に役立つのみならず、

共同研究の進展や融合領域の開拓など、新たな知の創出と人材交流に効果をもたらす。

若手研究者に魅力ある研究環境を提供する意味において、外部に開放された研究施設・

設備の存在はとりわけ重要となる。 

○ さらに、それらの施設・設備を広く産学官の研究者等の利用に供することは、研究機

関、利用者双方から見て極めて大きな意義・効果をもたらす。 
○ 具体的には、共用取組を実施する施設・設備側にとっては、企業ニーズの把握、産学・

産独連携による共同研究の進展、技術の蓄積と高度化、研究レベルの向上、新たな研究

領域の開拓、施設・設備の認知度の拡大、社会貢献、機関の収入増加といった効果が期

待できる。また、大学が優れた施設・設備を産学官の利用に供する場合、イノベーショ

ンマインドを有する人材の養成、産業界における学生のキャリアパスの確保等にもつな

げることができる。 
○ 利用者側、特に企業にとっては、先端研究施設の利用機会の獲得、最新の学術研究の

動向把握、新たな研究開発への着手、知的財産獲得による新製品開発と産業競争力強化

への寄与といった効果の獲得が期待できる。 
 ○ また、多くの施設・設備が空き時間なく有効利用されることで、我が国全体として研

究開発投資の効率化を実現するとともに、共用、すなわち産学官連携の促進により、我

が国の高い研究開発力を、産業競争力の強化とイノベーションの創出につなげていくこ

とが可能となる。 
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（基本的方向性） 

 ○ 国費で整備され、幅広い研究分野・領域や産業界を含めた幅広い研究者等の利用が見

込まれるような研究施設・設備については、積極的に産学官の研究者の利用に供してい

くべきである。 
○ しかしながら、現在、先端的な研究施設・設備を有する大学、独立行政法人等におけ

る共用取組の実施状況は十分でなく、国は、共用取組を進める機関への支援を抜本的に

強化するとともに、研究基盤に関わる関係者が共用取組を推進する意欲を高めるための

システム改革を行っていくことが必要である。 

 
（共用取組への支援） 

○ 大学、独立行政法人等の研究機関が、所有する研究施設・設備を広く産学官の共用に

供するためには、外部利用体制を構築するとともに、共用に必要となる施設・設備の運

転費及び人的リソースを確保すること等が必要となる。特に、企業研究者が施設・設備

を利用する際には、高度利用支援体制の整備、具体的には、実験方法への助言などきめ

細かなサポートができる研究者・技術者の配置、作業スペースの確保、秘密保持規程の

整備、迅速な共用手続の実施等が求められることから、このような高いニーズへの適切

な対応が必要となる。 
○ このため、国は、産学官の共用に供する取組を実施する研究施設・設備に対する支援

を行う必要がある。その際、施設の規模や先端性に応じた適切な支援を行うことが重要

となる。 
○ まず、科学技術イノベーション政策にとって重要となる先端的な大規模・中規模施設

については、施設の稼働率、外部共用率を高めていくとともに、利用者ニーズを踏まえ

つつ施設の先端性を維持し続けていくことが重要となる。 
○ 他方、研究機関に数多く存在する比較的小規模かつ汎用性の高い研究機器については、

機器を一定程度集約した外部利用体制の構築を促進していくことが求められる。集約さ

れた研究機器群が、地域における産学連携の拠点となることも重要であり、必要に応じ

て研究機器を地域に分散配置していくような取組を促進することが望ましい。研究開発

プロジェクト等で毎年度整備される設備・機器等を適切に入れ替えていくことで、機器

群としての魅力を保つことは可能であり、将来的には国の支援に頼らない姿を目指して

いくことを推奨すべきである。 
○ なお、共用取組の実施に当たっては、トライアルユースの充実等により、新たなユー

ザーの発掘・拡大に取り組んでいくことが重要となる。特に最先端研究施設においては、

施設が有する機能を最大限発揮した研究開発を行うことのできるユーザーを増やしてい

くことが重要となる。 
○ また、大学共同利用機関及び共同利用・共同研究拠点に認定されている研究施設の中

には、先端的かつ企業研究者の利用に価値を持つ施設も存在することから、国は、これ

らの施設が産業界を含めた外部利用体制を構築するような場合にあっては、施設の設置

目的を踏まえつつ、共用取組の実施を積極的に支援していくべきである。これにより、
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我が国の高い研究開発力を産業競争力の強化とイノベーションの創出につなげていくこ

とが可能となり、異分野融合と人材交流が進展することで、学術研究の更なる発展への

貢献も期待できる。 
○ 企業においては、優れた研究施設・設備を成果占有枠で利用する際に、自らの利益を

追求するのみならず、施設所有者、さらには社会全体にとって多くのメリットが残るよ

う、施設所有者と密に意見交換を実施しながら取組に参画する姿勢が求められる。 
 
（共用を促進するためのシステム改革） 

○ 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」及び関連法令（以下、「適化法等」）

に基づくと、補助金で整備導入した研究設備・機器等に関しては、事業実施期間中であ

っても本来目的に支障のない範囲で他の研究に利用することが原則9可能である。また、

事業終了後にあっては、補助金はもちろん、委託費の場合であっても一定条件10の下にお

いて、他の研究に利用することが可能である。 
○ しかしながら、競争的研究資金を含めた国等の公募型研究費の多くは、目的外使用を

制限する意識から、当該経費で整備された設備・機器等の利用方法に過度に制限を設け

る事例が多い。また、適化法等が掲げる基本的原則を、大学、独立行政法人等の研究者

や事務職員等が正しく認識しておらず、例えば、事業終了後の有効利用が可能な場合で

あっても利用を躊躇しているなどの事例が報告されている。 
○ このため、まずは適化法等が掲げる基本的原則を、全ての関係者が正しく理解するこ

とが重要である。今後、研究設備・機器等の有効利用を促進するためには、例えば、公

募型研究費の事業目的そのものに「設備・機器等の有効利用」を加えるといったことや、

補助金や独立行政法人が所管する競争的研究資金であれば、経費の執行ルールに「目的

遂行に支障のない範囲で設備・機器等の有効利用のための取組を実施して良い」と明記

する等の工夫を行うことで、研究期間中から当該研究費で整備導入した設備・機器等に

関する共用取組を研究実施者の判断で行うことが可能となる。また、「研究期間終了後の

設備・機器等の有効利用を見据えた取組の実施」を研究実施者に求めることや、科学研

究費助成事業等で既に取り入れられているような、共用可能な研究設備等を整備導入す

る際の経費の合算使用を可能とすることなども有効な取組である。 
○ 国や独立行政法人は、所管する全ての公募型研究費において、このような研究設備・

機器等の有効利用のための改革を積極的に進めていくことが求められる。特に、必要以

上に設備・機器等の有効利用に対する制限を設けている場合には、速やかに経費利用の

ルール変更等を行うことが求められる。 

                                                   
9 他の研究で利用可能とするかどうかは、補助金を所管する国や独立行政法人の判断に委ねられている。経費利用

のルールの中で、本来目的に支障のない範囲で利用可能である旨が示されていれば利用可能となる。 
10 補助金の場合、事業終了後は他の研究で利用可能である。国の委託費の場合、委託者への所有権移転後に無償

貸与されれば、その条件内で他の研究に利用することができる。文部科学省から無償貸与された設備等は、文部

科学省令に基づき他の研究への利用が可能となるが、他府省から無償貸与された設備等はその扱いが各府省令に

基づくこととなるため、他の研究への利用が原則制限されている。独立行政法人の委託費の場合、事業終了後の

扱いは各独立行政法人の定めによることとなる。設備等が受託者に無償譲渡されれば、その後の扱いに制限がか

かることはない。 
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 ○ なお、各機関が共用取組を実施する際、利用料収入を当該年度の活動に充てることは

可能となっているが、利用料収入を一層効果的に活用できるための方策、利用料収入を

獲得することのインセンティブを高める方策について、国は、今後更なる検討を進めて

いくことが望まれる。 
 ○ また、大学や独立行政法人における共用取組が一層進展するよう、各機関において、

例えば、機関全体の研究施設・設備等に関する情報の一元的把握、共用取組を専門に担

う組織の整備、論文のみに依存しない多元的な指標による研究者等の評価システムの導

入等の取組が一層進むことが望まれ、国は、このような取組を促進していくことが求め

られる。 

 
（国等の研究開発プロジェクトにおける利用促進） 

○ 大学、独立行政法人等が共用に供する研究施設・設備等を、国等の研究開発プロジェ

クトにおいて効果的に利用可能となる仕組みを積極的に検討し、導入していくべきであ

る。特に、重要課題の達成に向けた分野横断的な研究開発プロジェクトに関しては一層

の仕組みの強化が必要となる。これにより、研究基盤の強みを研究開発プロジェクトの

加速・発展につなげることが可能となり、研究施設・設備側にとっても高水準の研究成

果の獲得が可能になると考えられる。加えて、研究開発プロジェクトにおける過度な研

究機器等の整備導入を抑制する効果も期待できる。 
 

（海外からの利用の取扱い） 

 ○ 共用取組を実施する施設・設備については、国際的な頭脳循環の拠点としての位置付

けを持つことから、施設・設備の利用に当たっては、国内外の優秀な研究者が等しく利

用できる体制を有することが望ましい。 

 ○ ただし、海外企業が成果専有利用を希望する場合の取扱いについては、現時点で統一

的な対応指針が存在していないため、今後、国は、海外施設の取組状況等を踏まえつつ、

適切な利用の取扱いについての基本的考え方を明確化していくことが望まれる。 

 

（２）研究施設・設備間のネットワーク構築による利便性の向上と革新的研究成果の創出 

 

（ネットワーク構築の意義・効果） 

○ 施設・設備の利用満足度を高めていくためには、利用者が、可能な限り多くの選択肢

の中から、自らの研究内容に最も適した施設・設備を利用できるようにすることが重要

である。特に今後は、重要課題達成を目指した分野横断的な研究開発プロジェクトの拡

大により、複数施設を利用した研究開発実施へのニーズの増加が見込まれることから、

施設間連携を促していくことは極めて重要となる。なお、複数施設の効果的利用により、

異分野融合や人材交流、新たな科学的知見の獲得といった効果の創出も期待できる。 

 ○ 共用取組を実施する研究施設・設備の所有者等にとっても、他の施設等とネットワー



11 
 

クを構築することで、有益な情報共有と意見交換が可能になるとともに、外部機関との

効果的な連携、情報発信、異分野融合、人材交流といった効果の獲得が期待できる。ま

た、利用システムの標準化、利用者の共同開拓等、共用取組のマネジメントの最適化を

図ることも可能となる。 

 ○ 加えて、大規模災害が発生した際に、研究基盤全体が有効に機能し、研究開発活動に

停滞を与えないセーフティネット構築やリスク分散といった観点からも、施設・設備間

のネットワークを構築する意義・効果は高い。 

 

（基本的方向性） 

○ 共用取組を実施する研究施設・設備は、積極的に他の施設・設備とのネットワーク構

築を行い、適切な形態の共用プラットフォームを形成していくべきである。 
○ 加えて、我が国の研究施設・設備全体を俯瞰したネットワーク構築も重要である。 

 
（最先端の大型施設間の連携） 

 ○ 最先端の研究施設を複数利用する研究を実施することで、革新的成果の創出が期待で

きることから、これらの施設間の連携、特に共用法対象の４施設間の連携取組を一層進

めていくべきである。国は、施設間連携に必要となる基盤整備や、複数施設を利用した

研究開発を着実に実施していくことが求められる。 

 
（共用プラットフォームの形成） 

○ 複数の共用施設・設備がネットワーク構築によりプラットフォームを形成する際には、

その役割は「技術先導型」「課題達成型」「地域連携型」の３つのカテゴリーに分類でき

る。 

○ 「技術先導型プラットフォーム」は、京を中核とする HPCI のように、最先端技術を

中核とした同一技術領域の施設・設備群の提供を目的とするものである。技術先導型の

プラットフォームの構築により、最先端の技術開発の動向を踏まえた上での研究開発や

人材育成が可能となる。 

○ 「課題達成型プラットフォーム」は、創薬や新材料開発といった達成すべき重要課題

に基づき、必要となる施設・設備群の提供を目的とするものである。課題達成型のプラ

ットフォームの構築により、重要課題達成の加速化が期待できるとともに、融合分野に

おける人材育成が可能となる。なお、重要課題達成を目指した研究開発プロジェクトと

の連携を図っていくことが不可欠である。 

○ 「地域連携型プラットフォーム」は、一定地域内の多種多様な研究施設・設備による

ネットワークを構築し、地元大学や地元企業等のニーズを適切に反映し、当該地域の研

究者の利用に供していくことを目的とするものである。 

○ 各プラットフォームにおいては、利用システムの標準化、プラットフォーム内での人

材流動等を積極的に行っていくことが求められる。加えて、プラットフォームの取りま



12 
 

とめ機関を設ける等の工夫により、企業ニーズの把握やコーディネーターの配置、外部

機関や社会との連携等の取組を効果的に進めていくことが望ましい。 

○ 共用取組を実施する研究施設・設備においては、このような共用プラットフォーム構

築に向けた取組を積極的に進めていくことが求められ、国はこれを促進していくべきで

ある。 

 

（全体ネットワークの構築） 

 ○ 共用取組を実施する施設・設備全体による包括的なネットワークを構築することも重

要である。「先端研究施設共用促進事業」や「ナノテクノロジーネットワーク」といった

事業単位で見ると、参画機関間のネットワーク作りは着実に進んできているが、今後は、

事業単位、あるいは前述の共用プラットフォームの枠を越えた、我が国全体を俯瞰した

全体ネットワーク構築を進めていくことにより、一層効果的な機能の発揮が可能になる

と考えられる。 
○ その際、研究者に対する施設・設備利用のワンストップサービスの窓口となり、国内

外への情報発信や広報活動を一元的に担えるような機関の存在も重要となる。 
○ 国は、我が国全体として、共用施設・設備のネットワーク作りを促進していくととも

に、全体ネットワークの中核的機関整備に向けた取組を進めていくことが求められる。 

 

（３）ユーザーニーズに基づく基盤技術・機器の開発とその効果的利用 

 
（ユーザー側と技術・機器開発側との連携） 

 ○ 我が国の研究開発投資効果を向上させるためには、ユーザー側と技術・機器開発側と

の連携を促進することが極めて重要となる。 
 ○ このため、基盤技術・機器の開発を実施する際には、「何に使うか」というユーザー視

点に立った取組を一層強化することが求められる。具体的には、開発された基盤技術・

機器が、国の研究開発プロジェクト等において積極的に利用されるよう、開発ターゲッ

トを設定する際にユーザー側の意見を積極的に取り入れ、また、技術・機器の開発段階

からユーザーが積極的に関与していくというシステムの構築が求められる。 

 
（ものづくり産業の復権） 

○ 我が国の「研究基盤の強み」を維持・強化していくためには、ユーザーや先端的な研

究施設等からの技術的要求を踏まえつつ、革新的な技術・機器を持続的に生み出してい

くことが重要であり、国は、先端的な共通基盤技術・機器の開発と実用化を推進してい

く必要がある。 
○ 国のプロジェクト等で開発された国産の研究機器等が、我が国の研究開発において積

極的に利用され、その結果、日本企業の産業競争力の強化と研究開発投資の効率化等に

貢献することのできる方策を、今後、国は検討し、実現していくことが望まれる。 
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（４）大型研究施設の整備に関する国家戦略の立案 

 

○ 我が国が科学技術を国家戦略の柱として推進していく以上、今後も最先端の技術開発

と基盤整備を持続的に進め、世界に先駆けて新たな科学的知見を獲得し重要課題の達成

に導いていく、また、国際的な頭脳循環の拠点、異分野融合や産学連携の拠点として大

型研究施設を強化し続けていく、といった国としての強い意志を持ち続けるべきである。 
 ○ 国として重要となる最先端の大型研究施設については、それらが最大限の機能を発揮

するために、計画的な高度化を進めていく必要がある。加えて、最先端の研究施設につ

いては、計画的なライフサイクルモデル構築に向けた検討を進めていくことも求められ

る。 
○ また、今後、先端研究基盤部会においては、研究計画・評価分科会等とも連携し、学

術分科会において策定された「ロードマップ」を活用しながら、産学官の広範な研究者

が利用可能となる、今後戦略的に整備すべき大型研究施設の検討に着手していくことが

求められる。検討の際には、大学、独立行政法人、地方公共団体等における研究基盤の

整備利用状況を俯瞰した上で、海外の状況とも比較しながら、社会・国民に対して新た

な大型研究施設の技術的価値、利用価値等をエビデンスとともに明確に提示することが

望まれる。 

 
（５）研究基盤を支える人材の育成・確保 

 
 ○ 研究基盤を支える人材として、施設・設備の利用者を支援する技術者及び研究支援者、

高い研究力を有し産業界等の活動にも精通したコーディネーター、研究基盤を生み出す

研究者等、様々なカテゴリーの人材の不足が指摘されており、それぞれに必要な解決策

を明示していく必要がある。 
 ○ 技術者及び研究支援者を育成・確保するためには、短期的には個々の研究施設・設備

において雇用を確保していくことが重要となるが、中長期的には、例えば、大学、独立

行政法人等において、これらの人材、特に研究技術専門職（サイエンステクニシャン）

及び研究管理専門職（リサーチアドミニストレーター）に適切な「職階」を用意し、安

定的な雇用と適切な評価の下で人材育成を行っていくような取組が重要となる。国は、

このような取組の実施を促進していくことが求められる。 
 ○ 優れたコーディネーターを育成・確保するためには、サイエンステクニシャンやリサ

ーチアドミニストレーターの育成に加えて、例えば、優れた研究実績を有するシニアな

研究者・教員の共用取組への参画を図っていくとともに、大学等の研究機関において関

連する大学・大学院教育、職員の再教育、企業研究者の教育等を実施していくことが望

ましく、国は、このような取組の実施を促進していくことが求められる。 
 ○ また、学生や若手研究者が最先端の研究施設・設備に触れる機会を増やすことも重要

であり、国は、若手向け研究費において、最先端の研究施設・設備の利用を促進する仕

組みを構築するなどの取組の検討を進めるとともに、最先端の研究施設・設備を用いた
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大学・大学院教育を促進していくことが望まれる。 
 ○ 今後、先端研究基盤部会においては、人材委員会、研究計画・評価分科会、学術分科

会等とも連携し、研究基盤を支える人材のキャリアパスに関する検討を実施していくこ

とが必要である。 
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３．研究開発プラットフォームの構築 

 
ここでは、「研究開発プラットフォーム」という、我が国の研究基盤全体を俯瞰し、これま

でに提言した様々な具体的取組について効果的に実施・実現することが可能となるシステム

の提案を行う。 

 
（研究開発プラットフォームの定義） 

○ 研究開発プラットフォームについて、「科学技術イノベーションを支える多様な研究基

盤を俯瞰的、包括的に捉えた上で必要な取組を行うことにより、全体としての効果、効

率を上げるとともに、新たな価値を生み出すシステム」と定義する。 

 
（研究開発プラットフォームの構成） 

 ○ 研究開発プラットフォームの構成要素には、以下が含まれる。 
① 産学官に開かれた高度利用支援体制を有する先端研究施設・設備（先端性を有し、

幅広い研究分野・領域や産業界を含めた幅広い研究者等の利用が見込まれるもの） 
② 研究開発プラットフォームを機能させるために必要となる取組を行う中核的機関 

 ○ 複数の研究施設・設備から形成された共用プラットフォーム（サブプラットフォーム）

が主要な活動単位となり、それを俯瞰した全体ネットワークを構築する。 
○ 研究開発に必要となる研究材料やデータベース、さらにはビッグデータ等のソフトイ

ンフラについても、一つのサブプラットフォームとして、研究開発プラットフォームの

構成要素に位置付けていく。 
○ 持続的な技術開発により、研究開発プラットフォームの先端性の維持と高度化を常に

図っていく。 

 
（中核的機関の整備） 

○ 研究開発プラットフォームの重要な構成要素の一つである中核的機関に求められる役

割は以下のとおりである。中核的機関では、個々の共用施設・設備やサブプラットフォ

ームでは実施困難な取組を補完的に実施することが求められる。 
・研究基盤に関する国内外の調査分析（我が国の研究基盤に関する詳細データの   

把握、次に必要となる大型研究施設の検討に必要となるエビデンスの収集等） 
・利用者に対する総合案内（利用者への適切な施設の紹介、研究課題に応じた複数施

設の効果的利用をアドバイスするコーディネート機能の整備、優れたコーディネー

ターの配置等） 
   ・国内外への情報発信 

・研究開発プロジェクト、研究施設・設備、共通基盤技術開発間の連携促進（関係者

が意見交換を行う場の提供と充実、具体的な連携システムの構築等） 
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・研究基盤を支える人材の育成・確保に向けた取組 
・利用システム（公募、課金、成果取扱等）の標準化や災害等に伴うリスク分散に関

する基本的考え方の提示 

 
○ 平成 26 年４月に統合し新たに設立される法人は、国家的に重要な研究基盤を擁する機

関であると同時に、研究開発プロジェクトを実施する機関でもある。このため、当該法

人発足時に、研究開発プラットフォームの中核的機関としての機能を新たに備えること

が適当である。 
 

（研究開発プラットフォームの効果） 
○ 中核的機関を中心とする全体ネットワーク、機能別のサブプラットフォーム、個々の

共用施設・設備といった単位で必要な具体的取組を実行することにより、我が国が保有

する研究基盤の力を最大化するとともに、これを国際競争力の強化につなげることが可

能となる。 
○ 「研究開発プラットフォーム」というシステムの構築を通じて、我が国の科学技術イ

ノベーション政策における研究基盤に関する取組が目指すべき方向性、言い換えれば、

我が国の研究基盤の「在るべき姿」について、全ての関係者の間で共通認識が図られて

いくことが期待できる。 
○ 研究基盤全体としてＰＤＣＡ11サイクルを効果的に回していくことが重要であり、国は、

「研究開発プラットフォーム」による取組効果を検証するための指標等を今後明らかに

していくことが求められる。 

 
 
 

                                                   
11 Plan（計画）-Do（実行）-Check（評価）-Act（改善） 
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